
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 

 

法人名 ： 社会福祉法人 正丈会 

 

1. 継続事業の前提に関する注記 

該 当 な し 

 

2. 重要な会計方針 

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法 

該 当 な し 

 

（2） 固定資産の減価償却方法 

ⅰ 建物及び器具備品 － 定額法 

ⅱ リース資産 

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

該 当 な し 

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

有形固定資産 

無形固定資産 

 

3. 法人で採用する退職給付制度 

   退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によ

っております。 

 

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。 

 

（1） 法人全体の財務諸表（第 1号の 1様式、第 2号の 1様式、第 3号の 1様式） 

（2） 事業区分が社会福祉事業のみのため省略することとする。 

（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1号の 3様式、第 2号の 3様式、第 3号

の 3様式） 

（4） 収益事業を実施していないため、省略することとする。 

（5） ケアハウス玄海拠点区分 ア 法人本部 イ ケアハウス玄海 

 

5. 基本財産の増減の内容及び金額 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

（単位 ： 円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土 地 61,079,645   61,079,645 

建 物 293,507,480  8,221,038 285,286,442 

合  計 354,587,125  8,221,038 346,366,087 

 

6. 会計基準第 3章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し    

                 【 前期末 】       【 当期末 】 

基 本 金        131,217,000円   →   131,217,000円 

国庫補助金等特別積立金    150,995,097円   →   146,543,643円 

7. 担保に供している資産 



担保に供されている資産は以下のとおりである。 

建物（基本財産）               285,286,442円 

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）   32,000,000円 

 

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 

単位 ： 円 

 取 得 価 格 減価償却累計額 当期末残高 

建物（基本財産） 405,972,000 120,685,558 285,286,442 

構築物 105,000 51,003 53,997 

車両運搬具 3,110,000 3,109,998 2 

器具及び備品 11,187,693 10,053,287 1,134,406 

合  計 420,374,693 133,899,846 286,474,847 

 

9. 重要な偶発債務 

 該 当 な し 

 

10. 重要な後発事象 

 該 当 な し 

 

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資の 

状態を明らかにするために必要な事項 

 該 当 な し 


